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第１０章－デジタル録音装置および媒体

第Ａ部－定義

第１００１条　定義

第Ｂ部－コピー制御装置

第１００２条　コピー制御装置の組み込み

第Ｃ部－使用料支払

第１００３条　使用料支払の義務

第１００４条　使用料の支払

第１００５条　使用料の納付および費用の控除

第１００６条　使用料支払を受ける資格

第１００７条　使用料分配の手続

第Ｄ部－特定の侵害訴訟の禁止、救済および仲裁

第１００８条　特定の侵害訴訟の禁止

第１００９条　民事上の救済

第１０１０条　一定の紛争の仲裁

第Ａ部－定義

第１００１条　定義第１００１条　定義第１００１条　定義第１００１条　定義

本章において、以下の用語は以下の意味を有する。

（１）「デジタル音声コピー録音」とは、デジタル音楽録音物をデジタル録音方式

で複製することをいい、複製が他のデジタル音楽録音物から直接なされるか

送信から間接的になされるかを問わない。

（２）「デジタル音声インターフェイス装置」とは、デジタル音声情報および関連

するインターフェイス・データを、非業務用インターフェイスを通じて、デ

ジタル録音装置に伝達するために特に設計された機械または装置をいう。

（３）「デジタル録音装置」とは、個人の使用のために、一般的に個人に頒布され

る類の機械または装置（他の機械または装置に含まれるか否か、あるいは、

その一部であるか否かを問わない）で、そのデジタル録音機能が私的利用の

ためのデジタル音声コピー録音を行うことを主たる目的とし、かつ、これを

行うことのできるものをいうが、以下を含まない。

（Ａ）業務用モデル製品。

（Ｂ）口述用機械、応答用機械その他の録音機器で、非音楽的音声の固定か

らなる録音物の作成を主たる目的として設計されかつ販売されるもの。
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（４）（Ａ） 「デジタル録音媒体」とは、個人の使用のために一般的に頒布される

形式の有形物で、デジタル録音装置を使用してデジタル音声コピー録

音物を作成する目的で主に販売されまたは消費者が一般に使用するも

のをいう。

（Ｂ）上記規定は、以下の有形物を含まない。

（ｉ）輸入者または製造者が最初に頒布した時点で録音物を含むもの。

　　（ｉｉ）映画その他の視聴覚著作物のコピーを作成する目的または非音

楽的言語著作物（コンピュータ・プログラムまたはデータベー

スを含む）のコピーを作成する目的で、主として販売されかつ

消費者が一般に使用するもの。

（５）（Ａ）「デジタル音楽録音物」とは、以下の有形物をいう。

（ｉ）音声および固定された音声に付随する資料、記述または説明の

みがデジタル録音形式にて固定されたもの。

　　（ｉｉ）音声および資料が、直接または機械もしくは装置を用いて、覚

知され、複製されその他伝達されるもの。

（Ｂ）「デジタル音楽録音物」は、以下の有形物を含まない。

（ｉ）固定された音声が、話し言葉の録音物のみを含むもの。

　　（ｉｉ）一以上のコンピュータ・プログラムが固定されたもの。ただし、

デジタル音楽録音物は、固定された音声および付随的資料を構

成する記述または指示、ならびに固定された音声および付随的

資料の知覚、複製または伝達を行うために直接または間接的に

使用される記述または説明を含むことができる。

（Ｃ）本号において－

（ｉ）「話し言葉の録音物」とは、一連の話し言葉のみを固定した録

音物をいうが、付随的な音楽その他の音声を伴うことができる。

　　（ｉｉ）「付随的」とは、音声に関連しかつ比較的重要でないことをい

う。

（６）「頒布する」とは、合衆国内の消費者に対して製品を販売し、貸与しもしく

は移転し、または合衆国内の消費者に究極的に移転するために製品を合衆国

内で移転することを意味する。

（７）「著作権につき利害ある者」とは、以下の者をいう。

（Ａ）本編第１０６条（１）に基づき、本編に基づき合法的に作成されたデ

ジタル音楽録音物またはアナログ音楽録音物で頒布されたものに収録

される音楽著作物の録音物を複製する排他的権利を有する者。

（Ｂ）本編に基づき合法的に作成されたデジタル音楽録音物またはアナログ

音楽録音物で頒布されたものに収録される音楽著作物をデジタル音楽

録音物またはアナログ音楽録音物に複製する権利を、法律上または受

益的に保有しまたは支配する者。

（Ｃ）頒布された録音物において実演する主演録音実演者。

（Ｄ）協会その他の団体であって－
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（ｉ）第（Ａ）号、第（Ｂ）号または第（Ｃ）号に定める者を代表す

るもの。

　　（ｉｉ）作詞者および出版者に代わり音楽使用者に対して音楽著作物に

対する権利の許諾を付与することに従事するもの。

（８）「製造する」とは、合衆国内で製品を生産しまたは組み立てることをいう。「製

造者」とは、製造を行う者を意味する。

（９）「音楽出版者」とは、録音物における一定の音楽著作物の複製に対する使用

許諾を付与する権限を有する者をいう。

　　（１０）「業務用モデル製品」とは、商務長官が規則により定める要件に従い、録音

業務従事者がその合法的な業務の通常の過程において使用するために設計さ

れ、製造され、販売されかつ意図された録音装置をいう。

　　（１１）「連続コピー」とは、デジタル音楽録音物のデジタル複製物から著作権のあ

る音楽著作物または録音物をデジタル形式にて複写することを意味する。

「デジタル音楽録音物のデジタル複製物」は、著作権者の権限により、消費

者への最終的な販売のために頒布されるデジタル音楽録音物を含まない。

　　（１２）デジタル録音装置またはデジタル録音媒体の「移転価格」は－

（Ａ）第（Ｂ）号を条件として、以下のいずれかとする。

（ｉ）輸入製品の場合、合衆国税関における実際の通関価格（輸送費、

保険料および関税を除く）。

　　（ｉｉ）国内製品の場合、製造者の移転価格（ＦＯＢ製造者価格とし、

販売に関連して生じた直接売上税または消費税を除く）。

（Ｂ）譲渡人および譲受人が関連団体でありまたは単一団体に含まれる場合、

１９８６年内国歳入法第４８２条またはその後継規定に従い適用され

る規則の原則に基づく相当な対等取引価格を下回ってはならない。

　　（１３）「作者」とは、特定の音楽著作物の作曲者または作詞者をいう。

第Ｂ部－コピー制御装置

第１００２条　コピー制御装置の組み込み第１００２条　コピー制御装置の組み込み第１００２条　コピー制御装置の組み込み第１００２条　コピー制御装置の組み込み

（ａ）輸入、製造および頒布の禁止－何人も、以下に適合しないデジタル録音装置または

デジタル音声インターフェイス装置を輸入し、製造しまたは頒布してはならない。

（１）連続コピー制御システム。

（２）連続コピー制御システムと同一の機能的特徴を有し、かつ、当該方式の連続

コピー制御を使用する装置と連続コピー制御システムを使用する装置との間

で、著作権および世代の状況に関する情報を正確に送信し、受信しかつ作用

することを要するもの。

（３）その他、商務長官が無断の連続コピーを禁止されたシステムであると証明す

るもの。
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（ｂ）認証手続の設定－商務長官は、利害関係者の申立によりシステムが第（ａ）節（２）

に定める基準に合致することを認証する手続を設定しなければならない。

（ｃ）システムの回避の禁止－何人も、第（ａ）節に定めるシステムの全部または一部を

実行するプログラムまたは回路を忌避し、迂回し、除去し、無効にしその他回避す

ることを主たる目的または主たる効果とする装置を輸入し、製造しまたは頒布し、

またはかかる目的または効果を有するサービスを提供しもしくは行ってはならない。

（ｄ）デジタル音楽録音物における情報の暗号化－

（１）不正確な情報の暗号化の禁止－何人も、録音物の原典の分類コード、著作権

状況または世代状況に関連する不正確な情報を含む録音物のデジタル音楽録

音物を暗号化してはならない。

（２）著作権状況の暗号化不要－本章のいかなる規定も、デジタル音楽録音物の輸

入または製造に従事する者に対し、著作権状況についてデジタル音楽録音物

を暗号化することを要求するものではない。

（ｅ）デジタル方式の送信に伴う情報－録音物をデジタル方式にて公に送信しその他伝達

する者は、本章において録音物の著作権状況に関連する情報を送信しその他伝達す

ることを要求されない。上記の者で上記著作権状況にかかる情報を送信しその他伝

達する者は、上記の情報を正確に送信しまたは伝達しなければならない。

第Ｃ部－使用料支払

第１００３条　使用料支払の義務第１００３条　使用料支払の義務第１００３条　使用料支払の義務第１００３条　使用料支払の義務

（ａ）輸入および製造の禁止－何人も、本条に定める表示を記録し、その後計算書および

第１００４条に定める装置または媒体に対する使用料を納付しなければ、デジタル

録音装置またはデジタル録音媒体を輸入して頒布し、または製造して頒布してはな

らない。

（ｂ）通知の提出－デジタル録音装置またはデジタル録音媒体の輸入者または製造者は、

既に本節に基づき通知を提出していない製品区分に含まれまたはかかる技術を用い

たものにつき、著作権局長が規則により定める様式および内容の通知を当該装置ま

たは媒体について著作権局長に提出しなければならない。

（ｃ）四半期および年次計算書の提出　－

（１）総則－輸入しまたは製造したデジタル録音装置またはデジタル録音媒体を頒

布する輸入者または製造者は、著作権局長が規則で定める頒布につき、著作

権局長が規則で定める様式および内容の四半期および年次計算書を、著作権

局長に提出しなければならない。
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（２）証明、認証および秘密保持－第（１）項に定める計算書は、輸入者または製

造者の権限ある役員または長がこれを正確なものであると証明しなければな

らない。著作権局長は、上記計算書の認証および監査について定め、かつ、

上記計算書に含まれる情報の秘密を保持する規則を公布しなければならない。

かかる規則は、著作権につき利害ある者に対する計算書を機密として開示す

ることにつき定めるものとする。

（３）使用料の支払－第（１）項に定める計算書は、第１００４条に定める使用料

の支払を伴うものとする。

第１００４条　使用料の支払第１００４条　使用料の支払第１００４条　使用料の支払第１００４条　使用料の支払

（ａ）デジタル録音装置　－

（１）支払金額－合衆国に輸入されかつ頒布され、または製造されかつ合衆国内で

頒布された各デジタル録音装置につき、第１００３条に基づき支払うべき使

用料の額は、移転価格の２パーセントとする。当該装置を最初に製造頒布し、

または輸入頒布した者のみが、当該装置につき使用料を払う義務を負う。

（２）他の装置と共に頒布された装置に関する計算－一以上の装置と共に、物理的

に結合した構成単位または独立の部品として、最初に頒布されたデジタル録

音装置については、使用料を以下のとおり算出する。

（Ａ）デジタル録音装置およびその他の装置が物理的に結合した構成単位の

部分である場合、使用料は、構成単位の移転価格に基づくが、当該構

成単位と共に最初に頒布されなかった構成単位に含まれるデジタル録

音装置にかかる使用料額を差し引いた金額とする。

（Ｂ）デジタル録音装置が物理的に結合した構成単位の部分ではなく、かつ、

直前の４暦四半期にほぼ類似の装置が別途頒布されていた場合、使用

料率は当該四半期中のかかる装置の平均移転価格に基づくものとする。

（Ｃ）デジタル録音装置が物理的に結合した構成単位の部分ではなく、かつ、

直前の４暦四半期にほぼ類似の装置が別途頒布されていなかった場合、

使用料は、当該装置が結合物に対する比に応じた額を反映したみなし

価格に基づくものとする。

（３）使用料の制限－第（１）項または第（２）項にかかわらず、各デジタル録音

装置にかかる使用料の額は、１ドル未満または最大使用料以上であってはな

らない。最大使用料は各装置につき８ドルとするが、複数のデジタル録音装

置を含む物理的に結合した構成単位の場合には、各構成単位につき１２ドル

とする。本章の発効日後６年目およびその後年１回以内、著作権につき利害

ある者は、連邦議会図書館長に対して最大使用料を増額する申し立てを行う

ことができ、２０パーセントを超える使用料が当該最大使用料である場合に

は、連邦議会図書館長は、使用料の１０パーセント未満が新たな最大使用料

となることを目的として最大使用料を将来に向かって増額することができる。

ただし、使用料のパーセンテージに基づく増額は、審査が行われる期間の消
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費者価格表における増加を超えてはならない。

（ｂ）デジタル録音媒体－合衆国に輸入されかつ頒布され、または製造されかつ合衆国内

で頒布された各デジタル録音媒体につき、第１００３条に基づき支払うべき使用料

の額は、移転価格の３パーセントとする。当該媒体を最初に製造頒布し、または輸

入頒布した者のみが、当該媒体につき使用料を払う義務を負う。

第１００５条　使用料の納付および費用の控除第１００５条　使用料の納付および費用の控除第１００５条　使用料の納付および費用の控除第１００５条　使用料の納付および費用の控除

著作権局長は、本章に基づき納付された全ての使用料を受領し、本章に基づき著作権局が

負担した相当な費用を差し引いた後に、残額を財務長官が指示する方法で相殺後の収入と

して預金しなければならない。財務長官が保管する資金は、第１００７条に基づき後日利

息と共に分配するため、利息を生じる合衆国債券に投資しなければならない。著作権局長

は、その裁量において、暦年終了から４年後に、当該暦年の使用料口座を閉鎖し、当該口

座に残存する資金および当該暦年に発生したその後の預金を、翌暦年に発生する使用料と

して扱うことができる。

第１００６条　使用料支払を受ける資格第１００６条　使用料支払を受ける資格第１００６条　使用料支払を受ける資格第１００６条　使用料支払を受ける資格

（ａ）著作権につき利害ある者－第１００５条に従い納付された使用料は、第１００７条

に定める手続に従い、著作権につき利害ある者で以下の条件を全てみたす者に配分

される。

（１）その音楽著作物または録音物が－

（Ａ）本編に基づき合法的に作成されたデジタル音楽録音物またはアナログ

音楽録音物で頒布されたものに収録されること。

（Ｂ）当該支払に関連する期間中、デジタル音楽録音物またはアナログ音楽

録音物の形式で頒布され、または送信において公に公表されたこと。

（２）第１００７条に基づき請求を提出したこと。

（ｂ）団体に対する使用料の配分－使用料は、以下のとおり二つの基金に分割される。

（１）録音物基金－使用料の６６ ２／３パーセントは、録音物基金に配分される

ものとする。録音物基金に配分された使用料の２ ５／８パーセントは、合

衆国内で頒布される録音物において実演した非主演演奏者（アメリカ演奏家

連盟（AF of M）またはその後継団体の構成員であるか否かを問わない）に

配分するため、第１００１条（７）（Ａ）に定める著作権につき利害ある者

およびアメリカ演奏家連盟（またはその後継団体）が共同で任命する独立の

管理人が管理する預託口座に入金されるものとする。録音物基金に配分され

た使用料の１ ３／８パーセントは、合衆国内で頒布される録音物において

実演した非主演歌手（アメリカ・テレビ・ラジオ・アーティスト連盟または

その後継団体の構成員であるか否かを問わない）に配分するため、第１００
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１条（７）（Ａ）に定める著作権につき利害ある者およびアメリカ・テレビ・

ラジオ・アーティスト連盟（またはその後継団体）が共同で任命する独立の

管理人が管理する預託口座に入金されるものとする。録音物基金に配分され

た使用料の残額のうち、４０パーセントは、第１００１条（７）（Ｃ）に定

める著作権につき利害ある者に配分され、６０パーセントは、第１００１条

（７）（Ａ）に定める著作権につき利害ある者に配分される。

（２）音楽著作物基金　－

（Ａ）使用料の３３ １／３パーセントは、第１００１条（７）（Ｂ）に定め

る著作権につき利害ある者への配分のために、音楽著作物基金に配分

されるものとする。

（Ｂ）（ｉ） 音楽出版者は、音楽著作物基金に配分された使用料の５０パー

セントを受けることができる。

　　（ｉｉ）作者は、音楽著作物基金に配分された使用料の５０パーセント

を受けることができる。

（ｃ）団体内での使用料の分配－第（ｂ）節に定める団体内部で著作権につき利害ある者

が、各団体内での使用料にかかる任意的配分案につき合意しない場合、連邦議会図

書館長は、著作権仲裁使用料審判委員会を招集し、著作権仲裁使用料審判委員会は、

第１００７条（ｃ）に基づき定める手続に従い、当該期間中の以下の事情に基づい

て、本条に基づき使用料を分配するものとする。

（１）録音物基金については、各録音物がデジタル音楽録音物またはアナログ音楽

録音物の形態で頒布された程度。

（２）音楽著作物基金については、各音楽著作物がデジタル音楽録音物またはアナ

ログ音楽録音物の形態で頒布されまたは送信により公に公表された程度。

第１００７条　使用料分配の手続第１００７条　使用料分配の手続第１００７条　使用料分配の手続第１００７条　使用料分配の手続

（ａ）請求の提出および交渉－

（１）請求の提出－１９９２暦年後の各暦年の最初の２ヶ月に、著作権につき利害

ある全ての者で第１００６条に基づき受けることのできる使用料を受領しよ

うとする者は、連邦議会図書館長に対し、連邦議会図書館長が規則により定

める様式および方法で、前年に徴収された使用料にかかる請求を提出しなけ

ればならない。

（２）交渉－本条においては、反トラスト法の規定にかかわらず、第１００６条（ｂ）

に定める各団体内の著作権につき利害ある者は、使用料の比例配分について

合意し、請求を併合して単一の請求として共同で提出し、または支払につい

て交渉しまたは支払を受けるための共通の代理人（第１００１条（７）（Ｄ）

に定める団体を含む）を指名することができる。ただし、本節に基づくいか

なる合意も、第１００６条（ｂ）に定める使用料の支払を修正してはならな

い。
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（ｂ）争いがない場合の使用料の分配－第（ａ）節に基づき請求提出のための期間の後、

１９９２年後毎年、連邦議会図書館長は、第１００６条（ｃ）に基づく使用料の分

配につき争いがあるか否かを判断しなければならない。争いがないと判断した場合、

連邦議会図書館長は、かかる判断から３０日以内に、本条に基づく相当な経費を差

し引いた後、第（ａ）節に従って使用料の配分につきなされた合意に定めるとおり

の使用料分配を許可しなければならない。

（ｃ）紛争の解決－連邦議会図書館長は、争いがあると認定した場合、使用料の分配を決

定するために本編第８章に基づいて著作権仲裁使用料審判委員会を招集する。連邦

議会図書館長は、かかる手続の係属中、争いの対象となる全ての請求をみたすに十

分な金額を分配額から留保しなければならないが、紛争の対象とならない金額の分

配については、実際的な限りにおいてこれを許可しなければならない。連邦議会図

書館長は、使用料の配分を許可する前に、本章に基づき連邦議会図書館長が支払う

相当の管理費用を差し引くものとする。

第Ｄ部－特定の侵害訴訟の禁止、救済方法および仲裁

第１００８条　特定の侵害訴訟の禁止第１００８条　特定の侵害訴訟の禁止第１００８条　特定の侵害訴訟の禁止第１００８条　特定の侵害訴訟の禁止

本編において、デジタル録音装置、デジタル録音媒体、アナログ録音装置もしくはアナロ

グ録音媒体の製造、輸入もしくは頒布に基づく著作権の侵害、またはデジタル音楽録音物

もしくはアナログ音楽録音物を作成するためのかかる装置もしくは媒体の消費者による非

商業的利用に基づく著作権の侵害を主張する訴訟は、これを提起することができない。

第１００９条　民事上の救済第１００９条　民事上の救済第１００９条　民事上の救済第１００９条　民事上の救済

（ａ）民事訴訟－著作権につき利害ある者で第１００２条または第１００３条の違反によ

り損害を受けた者は、かかる違反につき、しかるべき連邦地方裁判所に民事訴訟を

提起することができる。

（ｂ）その他の民事訴訟－本章の違反により損害を受けた者は、かかる違反の結果生じた

現実的損害につき、しかるべき連邦地方裁判所に民事訴訟を提起することができる。

（ｃ）裁判所の権限－第（ａ）節に基づき提起された訴訟において、裁判所は－

（１）当該違反を防止しまたは抑制するために適切と考える条件において、一時的

差止命令および終局的差止命令を発行することができる。

（２）第１００２条の違反の場合、または第１００３条に定める使用料支払の懈怠

の結果生じた損害の場合、本条第（ｄ）節に定める損害賠償を認めることが

できる。
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（３）その裁量において、合衆国またはその公務員以外の当事者によるまたはかか

る者に対し、費用の回復を認めることができる。

（４）その裁量において、勝訴当事者に相当な弁護士報酬の回復を認めることがで

きる。

（ｄ）損害賠償－

（１）第１００２条または第１００３条の違反にかかる損害賠償－

（Ａ）現実的損害賠償－

（ｉ）第（ａ）節に基づき提起された訴訟において、第１００２条ま

たは第１００３条の違反が行われたと判断する場合、裁判所は、

申立当事者が終局的判決が言い渡される前に現実的損害賠償を

選択した場合には、申立当事者に対して現実的損害の回復を認

めなければならない。

　　（ｉｉ）第１００３条にかかる訴訟の場合、現実的損害の額は、第１０

０４条に基づき支払われるべきでありかつ第１００５条に基づ

き納付されるべき使用料の額を構成するものとする。かかる場

合においては、裁判所は、その裁量において、現実的損害賠償

額の５０パーセントを超えない追加額の回復を認めることがで

きる。

（Ｂ）第１００２条の違反にかかる法定損害賠償－

（ｉ）装置－申立当事者は、第１００２条（ａ）または（ｃ）の違反

につき、裁判所が正当と考えるところにより、違反に関連する

各装置または第１００２条が禁止する業務の提供に用いられた

各装置につき２，５００ドルを超えない法定損害賠償額を回復

することができる。

　　（ｉｉ）デジタル音楽録音物－申立当事者は、第１００２条（ｄ）の違

反につき、裁判所が正当と考えるところにより、違反に関連す

る各デジタル音楽録音物につき２５ドルを超えない法定損害賠

償額を回復することができる。

　（ｉｉｉ）送信－申立当事者は、第１００２条（ｅ）に違反する各送信ま

たは伝達につき、裁判所が正当と考えるところにより、１０，

０００ドルを超えない法定損害賠償額を回復することができる。

（２）反復する違反－第１００２条または第１００３条の違反を認める終局的判決

が言い渡されてから３年以内に、当該者が第１００２条または第１００３条

に違反したと裁判所が認定する場合、裁判所は、その正当と考えるところに

より、第（１）項に基づき言い渡される損害賠償の額を、２倍を限度として

増額することができる。

（３）第１００２条の善意の違反－第１００２条に違反した者がその行為が１００

２条の違反にあたると知らずかつかく信じる理由がないと裁判所が判断する

場合、裁判所は、その裁量において、違反者に課せられる損害賠償の総額を
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２５０ドルを限度として減額することができる。

（ｅ）損害賠償額の支払－第（ｄ）節に基づく損害賠償額は、第１００３条に従い支払わ

れる使用料と同様に、第１００５条に従って著作権につき利害ある者に分配される

ために著作権局長に納付される。

（ｆ）物品の差押－第（ａ）節に基づく訴訟の係属中いつでも、裁判所は、その相当と考

える条件において、デジタル録音装置、デジタル音楽録音物または第１００２条

（ｃ）に定める装置であって、違反者とされる者の占有または支配にあり、かつ、

裁判所が第１００２条に従わずまたは違反に関連すると信じる相当な理由があるも

のの差押を命ずることができる。

（ｇ）物品の救済的修正および廃棄－第（ａ）節に基づき提起された訴訟において、裁判

所は、第１００２条の違反を認定する終局的判決または決定の一部として、デジタ

ル録音装置、デジタル音楽録音物または第１００２条（ｃ）に定める装置で、以下

の条件をみたすものの救済的修正または廃棄を命ずることができる。

（１）第１００２条に従わず、または第１００２条の違反に関連するもの。

（２）違反者の占有または支配にあり、または第（ｆ）節に基づき差し押さえられ

たもの。

第１０１０条　一定の紛争の仲裁第１０１０条　一定の紛争の仲裁第１０１０条　一定の紛争の仲裁第１０１０条　一定の紛争の仲裁

（ａ）仲裁の範囲－デジタル録音装置またはデジタル音声インターフェイス装置が合衆国

内で最初に頒布される日より前に、かかる装置を製造し、輸入または頒布する者お

よび著作権につき利害ある者は、当該装置が第１００２条の対象となるか否か、ま

たは第１００３条に基づく当該装置に関する使用料の支払の根拠を決定する目的で、

拘束力ある仲裁に服することを相互に合意することができる。

（ｂ）仲裁手続の開始－第（ａ）節に定める仲裁に合意する当事者は、連邦議会図書館長

に対し、仲裁手続の開始を求める申立書を提出しなければならない。かかる申立書

は、仲裁人の候補の指名および資格を含むことができる。連邦議会図書館長は、か

かる申立書の受領後２週間以内に、仲裁手続開始の通知を連邦官報に掲載させなけ

ればならない。かかる通知は、連邦議会図書館長がアメリカ仲裁協会または連邦議

会図書館長が選択したその他の類似の団体から入手した仲裁人の一覧表および当事

者の申立書に記載された仲裁人候補の中から選択した３名の仲裁人の氏名および資

格を含むものとする。本節に基づき選任された仲裁人は、仲裁審判委員会を構成す

る。

（ｃ）司法手続の中断－第１００９条に基づき仲裁当事者に対して提起された民事訴訟は、

仲裁当事者の一の申立により、仲裁手続終了まで中断しなければならない。
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（ｄ）仲裁手続－仲裁審判委員会は、その採用する手続に従って、申立に関連する事項に

つき仲裁手続を行わなければならない。審判委員会は、完全に書面化された記録に

基づき行動しなければならない。仲裁当事者は、関連する情報および提案を審判委

員会に提出することができる。手続当事者は、審判委員会が指示する方法および割

合で、手続の全ての費用を負担しなければならない。

（ｅ）連邦議会図書館長への報告－第（ｂ）節に基づく仲裁手続開始の通知の掲載から６

０日以内に、仲裁審判委員会は、申立に関連する装置が第１００２条の対象となる

か否かの決定または第１００３条に基づき当該装置につき支払われる使用料の根拠

に関する決定を、連邦議会図書館長に報告しなければならない。かかる報告書は書

面による記録を伴うものとし、また、仲裁審判委員会がその決定に関連すると認定

した事実を記載しなければならない。

（ｆ）連邦議会図書館長による行為－第（ｅ）節に基づく仲裁審判委員会の報告書を受領

してから６０日以内に、連邦議会図書館長は、仲裁審判委員会の決定を採択しまた

は拒絶しなければならない。連邦議会図書館長は、当該決定が明らかに恣意的であ

ると認定する場合を除き、当該決定を採択するものとする。仲裁審判委員会の決定

を拒絶する場合、連邦議会図書館長は、上記６０日間の満了前に、仲裁手続におい

て作成された記録全部の審査後、その決定およびその理由を記載した命令を発しな

ければならない。連邦議会図書館長は、仲裁審判委員会の決定および連邦議会図書

館長の決定（前段に基づき発行された命令を含む）を、連邦官報に公告させなけれ

ばならない。

（ｇ）司法審査－第（ｆ）節における仲裁審判委員会の決定に関する連邦議会図書館長の

決定について、仲裁当事者は、決定が連邦官報に公告されてから３０日以内に、コ

ロンビア特別区巡回区連邦控訴裁判所に控訴することができる。本節に基づく控訴

の進行は、連邦議会図書館長の決定を停止させないものとする。裁判所は、仲裁審

判委員会または連邦議会図書館長が恣意的に行為を行ったと連邦議会図書館長に提

出された記録に基づき認定した場合にのみ、連邦議会図書館長の決定を修正しまた

は破棄する権限を有するものとする。連邦議会図書館長の決定を修正する場合、裁

判所は、その終局的判決に従って、独自の決定を行う権限を有する。裁判所はさら

に、連邦議会図書館長の決定を破棄し、本条に定める仲裁手続のために事案を差し

戻すことができる。


